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令和７年度第１回愛西市国民健康保険事業の運営に関する協議会会議録 

会 議 名 令和７年度第１回愛西市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

開 催 日 時 令和７年８月２０日（水） 午後２時００分から午後３時００分まで 

開 催 場 所 佐屋保健センター２階 会議室 

出 席 者 別紙のとおり 

欠 席 者 ２ 人 

協 議事項等 

１．あいさつ 

２．議題 

・令和６年度愛西市国民健康保険特別会計歳入歳出決算（案）について 

 ・令和７年度愛西市国民健康保険特別会計補正予算（案）について 

 ・愛西市国民健康保険税の見直しについて 

３．報告事項 

 ・八開診療所の現状について 

４．その他 

公開／非公開の別  公開 

非公開の理由 ― 

傍 聴人の数 ０ 人 

会 議 資 料 

・委員名簿 

・配席図 

・会議次第 

・資料１ 

・資料２ 

・資料３ 

・資料４ 

・資料５－１、５－２、５－３ 

審 議 経 過 別紙のとおり 
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愛西市国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 

役  職 氏   名 推 薦 母 体 備   考 

会  長 飯田 十志博 情報公開審査会  

会長職務代理 中村 文子 婦人会  

委  員 浅野 万里代 民生児童委員協議会  

〃 田中 光義 農業委員会  

〃 後藤 直史 保険医代表  

〃 後藤 正成 〃   欠席 

〃 加藤 俊樹 歯科医代表    

〃 安井 久 薬剤師代表 欠席 

〃 加賀 和彦 佐屋地区被保険者代表  

〃 横井 美正 立田地区  〃    

〃 野口 基雄 八開地区  〃    

〃 梶浦 秀義 佐織地区  〃    

 

職務のために出席した職員 

役   職 氏   名 備   考 

八開診療所 事務局長 安田 貴志  

 

事務局 

役   職 氏   名 備   考 

保険福祉部長 田口 貴敏  

保険福祉部参事 青井 優  

保険福祉部保険年金課長 後藤 真治  

保険福祉部保険年金課主査 鈴木 宏美  

保健福祉部保険年金課主任 横井 成典  
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審 議 経 過 

発言者 内容（概要） 

課長 皆様こんにちは。 

本日は暑い中お集まりいただき誠にありがとうございます。 

まだ安井委員は遅れているようですが、お時間となりましたのでただいまから

「令和７年度第１回愛西市国民健康保険事業の運営に関する協議会」を開催させ

ていただきます。 

本日の進行を務めさせていただきます、保険年金課長の後藤です。 

よろしくお願いいたします。 

本運営協議会は愛西市審議会等の会議公開に関する要綱に該当しますので、公

開が原則となっております。 

会議録は市のホームページにて公開をさせていただきますので、予めご了承願

います。 

なお、本日の傍聴人はありませんでした。 

また、本日の欠席者は保険医代表の３８５クリニックの後藤正成委員から欠席

のご連絡をいただいております。 

安井委員も遅れてみえるようですが、愛西市国民健康保険運営協議会規則第５

条に規定する定数に達しておりますので、本日の会議は成立することをご報告い

たします。 

それでは次第に沿って会議を進めさせていただきますが、その前に配付資料の確

認をさせていただきます。 

 

【配布資料の確認】 

それでは続きまして、４月の人事異動に伴い保険福祉部参事と事務局の２名が

交代しておりますのでそれぞれご紹介させていただきます。 

 

参事 保険福祉部参事の青井でございます。 

 【参事あいさつ】 

 

事務局 保険年金課主査の鈴木でございます。 

【鈴木あいさつ】 

 

課長 続きまして、次第１．会長より「あいさつ」を頂戴いたします。 

 

会長 会長の飯田でございます。 

よろしくお願いします。 

委員の皆様にはご多用のところ、ご出席いただきありがとうございました。 

本日の議題につきましては次第にもありますように、愛西市議会定例会に議案

として上程します「令和６年度愛西市国民健康保険特別会計歳入歳出決算（案）

について」、「令和７年度愛西市国民健康保険特別会計補正予算（案）について」
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及び「愛西市国民健康保険税の見直しについて」の３点でございます。 

何卒、よろしくお願いします。 

 

課長 

 

ありがとうございました。 

続きまして次第２．「議題」に移らせていただきます。 

ここからの議事の進行につきましては、「愛西市国民健康保険事業の運営に関

する協議会規則」に基づき、会長に議長をお願いいたします。 

 

会長 

 

それでは規定により議長を務めさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

はじめに、本日の議事録署名者の指名をさせていただきます。 

加藤 俊樹委員と加賀 和彦委員を議事録署名者に指名しますのでよろしく

お願いします。 

なお、議事録につきましては要点記載としますのでその点もよろしくお願いし

ます。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

議題（１）「令和６年度愛西市国民健康保険特別会計歳入歳出決算（案）につ

いて」を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 保険年金課主査の鈴木と申します。 

よろしくお願いいたします。 

令和６年度国民健康保険特別会計のうち、事業勘定の決算案についてご説明を

させていただきます。 

 

【令和６年度愛西市国民健康保険特別会計歳入歳出決算（案）について説明】 

 

診療所 

事務局長 

八開診療所事務局長の安田と申します。 

よろしくお願いします。 

 

【令和６年度愛西市国民健康保険特別会計歳入歳出決算（案）について説明】 

 

会長 ありがとうございました。 

ただいまの事務局からの説明について、何かご意見、ご質問等がありましたら

挙手をお願いします。 

 

会長 診療勘定の基金は昨年より減っていますか。 

 

診療所 

事務局長 

減っております。 

 

会長 休診が多かったことが原因ですか。 
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診療所 

事務局長 

休診が多く患者数が減少したため、詳細はまた後ほど説明しますが基金は減っ

ております。 

 

委員 休診日数、診療日数は何日くらいですか。 

 

診療所 

事務局長 

休診日は１０７日、診療日数は概算で１４０日ほどです。 

１４０日とは別で代診の日もあります。 

 

委員 資料１の１ページの保険給付費が昨年度よりも少なくなっていますが、医療機

関にかかる患者さんの医療費が少なくなったということですか。 

 

課長 主な要因としては、団塊の世代の方々が今年度中に後期高齢に移るということ

で、去年から今年にかけては国保の被保険者数が減少しております。 

今回の決算の中で、１人当たりの医療費は今までは上がり続けていましたが、

今回は微減ですがほぼ横ばいとなっておりますので、主な理由としては被保険者

数ということでよろしくお願いします。 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

他にご質問等ないようですので、「令和６年度愛西市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算（案）について」賛成の方、挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員です。 

よって規則第５条第２項に基づき、これを可決とします。 

続きまして議題（２）「令和７年度愛西市国民健康保険特別会計補正予算（案）

について」を議題とします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

  

事務局 令和７年度愛西市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、ご説明

させていただきます。 

 

【令和７年度愛西市国民健康保険特別会計補正予算（案）について説明】 

 

会長 ありがとうございました。 

ただいま事務局からの説明ございました。 

ご意見、ご質問等がありましたら挙手をお願いします。 

 

会長 

 

 

 

当然必要な経費ですので特に異論はないと思います。 

質問等もないようですので、「令和７年度愛西市国民健康保険特別会計補正予

算（案）について」賛成の方の挙手をお願いします。 
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委員 

 

会長 

（挙手全員） 

 

挙手全員でございます。 

よって規則第５条第２項に基づき、これを可決とします。 

続きまして議題（３）「愛西市国民健康保険税の見直しについて」事務局より

説明をお願いいたします。 

 

事務局 愛西市国民健康保険税の見直しについてご説明します。 

 

【愛西市国民健康保険税の見直しについて説明】 

 

会長 ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたが、何かご意見があればご発言のほどお

願いいたします。 

 

会長 資料３「歳出」の下から３列目、「一般会計繰出金」は一般会計からの借入金

の返還ですか。 

 

課長 令和６年のところに数字がございますが、こちらは過去の基盤安定繰入金の精

算があったため繰出しておりますが、令和９年度で収支のバランスが取れたとこ

ろで翌年の令和１０年度から繰入金の返還、6,666 万 9,000 円ができるという推

計になります。 

ただ、令和８年度は資料４のような保険税の予定をしておりますけれども、令

和９・１０年につきましてはまだ推定値ということ来年改めてこういった場でご

協議いただくということで、令和９・１０年については参考ということでよろし

くお願いいたします。 

 

委員 被保険者の何％ぐらいが外国人ですか。 

課長 手元に資料がないため今はわかりません。 

 

委員 外国人の比率が結構増えていると思いますが。 

 

委員 外国人の方でも保険料は納めていますか？ 

会長 保険診療で病院にはかかるが、保険料が支払われていないという話も聞きます

が。 

 

課長 全国的にはそういった話を聞きますが、愛西市では外国人の方を分けての統計

を取っておりませんので実態としては把握しておりません。 
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委員 資格確認書を発行する時点で保険料をいただいていますか。 

 

課長 手続きに来た時点で資格確認書をお渡ししていますが、保険料の通知書と納付

書は翌月送付しています。 

 

委員 納付されているかの確認はされていますか。 

 

課長 納期内に納付されていない方には督促状を送付しております。 

 

委員 資格確認書は発行されていて、保険料の納付がされないと困りますよね。 

 

委員 今後借入等の補填なしで国保運営していけるかどうかの収支計画を立ててい

く中で、外国人の保険料が納付されないことに対して不安を感じます。 

外来患者の中では、今月から日本に来たが何年も前から腰が痛かったので MRI

をしてほしいとか検査の内容まで指定されてよくよく考えると保険料は納付さ

れているのかと思うこともあります。 

３～４万かかる検査でも本人から依頼があれば保険診療で検査せざるを得な

い。 

保険診療として計上はされるものの、保険料の納付と釣り合っていればいい

が、通常の診療に比べると高額な MRI 等を最初から希望されてということがある

と、先々外国人の方が増えていくと赤字を解消するつもりでも収支計画が難しく

なっていくのではないかと心配で、もしそういった率を把握されている等あれば

と思い聞いてみました。 

 

会長 他にご質問等ありますか。 

 

委員 資料４の中で令和７・８年が提示されていますが、令和９・１０年もこういう

形で税率が上がる予定ということでしょうか。 

 

課長 資料３では単純に 9.6％ずつ上がっていく形で推計させていただいておりま

す。 

ただ、令和１０年に県から愛西市に対して示される標準の率に追いつくことを

目標としておりますが、9.6％ずつ上げていった場合に令和９年度に追いつく場

合もありまので、令和９年度以降の税率については来年度以降ということでお願

いします。 

 

会長 

 

 

委員 

 

他にご質問もないようですので、「愛西市国民健康保険税の見直しについて」

賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

（挙手全員） 

 



- 8 - 

会長 挙手全員でございます。 

よって規則第５条第２項に基づきこれを可決とします。 

続きまして、次第３．報告事項「八開診療所の現状について」事務局より説明

をお願いします。 

 

診療所 

事務局長 

 

 【八開診療所の現状について説明】 

 

会長 ありがとうございました。 

ただいまの事務局からの説明につきまして、ご意見ご質問等ございましたら挙

手をお願いいたします。 

 

委員 先ほどから休診の話が出ていますが、休診の理由はなんですか。 

 

診療所 

事務局長 

医師が治療のために４月から長期入院がありまして、臨時休診をせざるを得な

い状況となっておりました。 

代診医師で一部対応はしましたが、休診の間にかかりつけの患者が減少してお

ります。 

 

委員 現在はどのような状況ですか。 

 

診療所 

事務局長 

令和７年度は代診は今のところありません。学会等での不在や有給休暇もあり

ますが、１月から予約制を開始しておりますのでスムーズに診察を行うことがで

きている状況です。 

令和６年度と令和７年度の同月で比較すると、４月は＋８３件、５月は＋１０

１件、６月は＋５７件、７月は＋１７件増えています。 

４～６月は休診が多かったので増加数は多いですが、令和５年度の数字までは

届いておりません。 

 

委員 世間一般でいうと個人医院の廃業が増えている。 

診療点数の切り下げ、一般病院では人件費や設備費の値上がりが続いていま

す。 

個人病院はテレビ等では取り上げられないので表面化していないが、面倒の割

には経営が厳しいということで辞めていく先生がいっぱいいる。 

そう考えると医師１人でやっている八開診療所は個人医院と同じ状況で、国の

制度の中で補填を受けられるという可能性も低いと思います。 

大～中規模の病院でも統廃合、小さな病院は廃業か収益がなくてもやれるとこ

ろまでやるかというような状況で、八開診療所も将来的には挽回していきたいと

いう気持ちは分かるが、経営赤字でも存続していくのか、廃業するにしてもかか

りつけの患者や従業員等をどうするのか、意思決定が難しいと思います。 
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会長 基金の問題も前からありますが、医師の変更を検討してはどうかという話も以

前にありましたが。 

八開診療所は存続の予定ですよね。 

 

委員 存続の予定であれば、それを踏まえてどのような方針を立てるか。 

なんとなく前のように戻らないかなという安易にどうこうできる状態ではな

いと思います。 

 

委員 存続の場合、基金がない状況でどのように運営される予定ですか。 

 

課長 まずは歳入と歳出を合わせられるようにやっていけないかと考えているとこ

ろです。 

委員 基金の取り崩し額を見ると毎年 1～2,000 万円ほど足りていない状況ですが、

それを±０にできるのでしょうか。 

 

会長 そこを±０にしていきたいというお話ですね。 

 

委員 八開診療所は固定資産税はかかっていますか。 

 

課長 愛西市の土地なので０です。 

 

委員 通常は所得税・固定資産税を支払って運営しているが、その支払いが元々ない

分、通常の医療機関よりも条件がいいということになる。 

八開診療所は通常の個人医院よりも建物が大きいので、修理費・光熱費も多く

かかると思います。 

現在、院外処方が圧倒的に多く、薬の在庫管理や仕入れが少なくて済むので条

件がよかった。 

今後は院外処方の点数や処方管理料が切り下げられる可能性もあるので、そう

いった部分も見込んで計画を立てた方がいいと思います。 

 

会長 以上、大変厳しいご意見でしたがよろしくお願いします。 

他にご質問等ございませんか。 

無ければ次の次第４．「その他」について、事務局から何かありますか。 

 

課長 現在の委員におかれましては、今年の１１月８日までが任期となっております

が、引き続きお願いできたらと考えております。 

また、被保険者代表の方は、次の任期の途中で満７５歳を迎え、国保被保険者

から後期高齢者医療に移られる方もおみえになりますが、それまでは引き続きお

願いしたいと考えております。 

１１月頃に委嘱状をお持ちし改めてお願いいたしますが、ご都合により継続が

難しい方は事前に、できましたら早めの９月中までに教えていただけると助かり
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ます。 

次回の開催ですが、２月を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

またその２月の前には、議題の税率改正の関係を１２月議会に上程する予定を

しております。 

 

会長 ありがとうございます。 

以上で本日の議事は全て終了しました。 

 

課長 ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和７年度第１回愛西市国民健康保険の運営に関する協議

会を終了いたします。 

委員の皆様、ありがとうございました。 

 

 


